
議案第９５号

令和元年度さいたま市一般会計補正予算（第１０号）

 令和元年度さいたま市一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，０８２，１７８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５５７，４４３，９０３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

 （繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和２年３月１０日提出

さいたま市長 清 水 勇 人





第 ２ 表

１　追　加 （単位  千円）  

2 障害者福祉費

3 老人福祉費

10 教育費 1 教育総務費

２　変　更 （単位  千円）  

事     業     名 金   額 金   額

橋りょう維持事業 1,593,545 1,688,545

交通安全施設整備
事業

1,896,373 1,971,373

大宮駅西口まちづ
くり推進事業

300,307 604,307

街路整備事業 2,902,917 2,942,917

都市公園等整備事
業

138,851 181,630

6
土地区画整理
費

組合施行等土地区
画整理支援事業

2,748,322 2,763,322

事     業     名 金   額

款 項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事     業     名

障害者施設整備事業 58,917

老人福祉施設等施設建設補助事業

組合施行等土地区
画整理支援事業

8 土木費

2
橋りょう維持事業

大宮駅西口まちづ
くり推進事業

都市計画費4

交通安全施設整備
事業

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

教育情報ネットワーク推進事業 3,075,887

25,706

道路橋りょう費

街路整備事業

民生費3

都市公園等整備事
業

款 項



第３表

１　追　加

２　変  更

5.0％以内 政府資金につい

（ただし、 てはその融資条

利率見直し 件により、銀行

方式で借り その他の場合に

入れる資金 はその債権者と

について、 協定するものに

利率の見直 よる。ただし、

しを行った 市財政の都合に

後において より据置期間及

は、当該見 び償還期間を短

直し後の年 縮し、又は繰上

度における 償還若しくは低

利率とす 利に借換えする

る。） ことができる。

2,285,700

土地区画
整理事業

2,906,300 2,914,100

街路整備
事業

3,429,000 3,459,200

公園整備
事業

980,300 1,010,000

道路新設
改良事業

3,703,700 3,716,200

橋りょう
維持事業

1,545,100

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

1,612,600

交通安全
施設整備
事業

2,050,400 2,101,800 （ 補 正 前 に 同 じ 。 ）

都市整備
事業

2,133,700

障害者福
祉施設整
備事業

78,600 90,300

（単位　千円）

老人福祉
施設整備
事業

1,114,600 1,119,700

利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法

利に借換えすることができる。

 見直し後の年度における 縮し、又は繰上償還若しくは低

教育研究所整備事業 1,522,500
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内 政府資金についてはその融資条

 （ただし、利率見直し方 件により、銀行その他の場合に

 式で借り入れる資金につ はその債権者と協定するものに

 いて、利率の見直しを行 よる。ただし、市財政の都合に

 った後においては、当該 より措置期間及び償還期間を短

 利率とする。）

地　　方　　債　　補　　正

（単位　千円）

起　債　の　目　的 限　度　額 償還の方法 利　率 償　還　の　方　法


